
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の
被
保
険

者
証（
兼
高
齢
受
給
者
証
）の
例

一
部
負
担
金
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
例

◀
藤
色

義務教育就学前の方　　　　　 2割負担

義務教育就学以上70歳未満の方 3割負担

70歳以上75歳未満の方　　　　 2割負担

現役並み所得者 3割負担

■一部負担金割合 （病院・薬局などの窓口で支払う割合）

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
被
保
険
者
証
を
、
７
月
末
日
ま

で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
被
保
険
者
証
が
届
き
ま
し
た
ら
記

載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
、
住
民
課
国
保
年
金

班
へ
返
却
し
て
い
た
だ
く
か
、
使
用
で
き
な
い
よ
う
裁
断
し
、
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の

被
保
険
者
証

　

被
保
険
者
証
が
高
齢
受
給
者

証
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
に「
兼
高
齢
受

給
者
証
一
部
負
担
金
割
合
」が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
70
歳
に
な
る
方
の

被
保
険
者
証

　

７
月
中
に
郵
送
さ
れ
る
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
70
歳

に
な
る
月
の
末
日（
１
日
生
ま

れ
の
方
は
そ
の
前
月
の
末
日
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

70
歳
に
な
る
月（
１
日
生
ま

れ
の
方
は
そ
の
前
月
）に
高
齢

受
給
者
証
を
兼
ね
る
被
保
険
者

証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
誕
生

日
の
月
の
翌
月
か
ら（
１
日
生

ま
れ
の
方
は
誕
生
日
の
月
か

ら
）差
し
替
え
て
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

こ
れ
か
ら
75
歳
に
な
る
方
の

被
保
険
者
証

　

75
歳
に
な
る
方
の
高
齢
受
給

者
証
を
兼
ね
る
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
は
、
誕
生
日
の
前
日

と
な
り
、
誕
生
日
以
降
は
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な

り
ま
す
。

※ 

75
歳
に
な
る
月
の
前
月
に
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

証
を
郵
送
し
ま
す
。

社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き
は

　

社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
国
民

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
、

新
し
い
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

れ
る
ま
で
の
間
に
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
を
使
用
す
る
と
、

町
が
負
担
し
た
医
療
費
を
返
還

し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
資
格
喪
失
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

〇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・ 

他
の
健
康
保
険
か
ら
交
付
さ

れ
た
被
保
険
者
証

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・ 

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

が
確
認
で
き
る
も
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
切
り
替
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
切
り
替
わ
り
ま
す
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